
議案第２２号 

 

四條畷市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関

する条例の制定について 

 

 次のとおり四條畷市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例

に関する条例の制定につき、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

  令和７年１２月１日 提出 

 

                         四條畷市長 銭 谷  翔  

                           

提案理由 

 令和７年９月策定の新たな教育大綱の実効性や効率性、効果の広がりを見据え、教育委

員会の職務権限に属する事務の一部を市長部局に移管する特例条例の制定を行いたく、本

案を提案した。 



 

四條畷市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関す

る条例 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２３条第１項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理

し、及び執行することとする。 

（１） 社会教育に関する機関のうち、次に掲げるもの（以下「特定社会教育機関」と

いう。）の設置、管理及び廃止に関すること（法第２１条第７号から第９号まで及び

第１２条に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。）。 

 ア 四條畷市市民総合センター条例（昭和５５年条例第１８号）に規定する四條畷 

市市民総合センター 

  イ 四條畷市立図書館条例（昭和５５年条例第１９号）に規定する四條畷市立四條 

畷図書館及び四條畷市立田原図書館 

  ウ 四條畷市立公民館条例（昭和５５年条例第２０号）に規定する四條畷市立公民 

    館 

  エ 四條畷市夜間運動場条例（昭和５７年条例第１６号）に規定する四條畷市夜間 

運動場 

  オ 四條畷市立歴史民俗資料館条例（昭和６０年条例第１８号）に規定する四條畷 

市立歴史民俗資料館 

  カ 四條畷市立教育文化センター条例（昭和６３年条例第６号）に規定する四條畷 

市立教育文化センター 

  キ 四條畷市立市民活動センター条例（平成１８年条例第４３号）に規定する四條 

畷市立市民活動センター 

  ク 四條畷市立市民総合体育館条例（平成６年条例第３４号）に規定する四條畷市 

立市民総合体育館 

  ケ 四條畷市体育施設条例（平成７年条例第１２号）に規定する市民グラウンド、 

市民グラウンドテニスコート、市民運動広場清滝、市民運動広場さつき、青少 

年コミュニティー運動広場、なわて水みらいセンターテニスコート及び田原テ 

ニスコート 

  コ 四條畷市立野外活動センター条例（平成２年条例第６号）に規定する四條畷市 

立野外活動センター 



 

 （２） スポーツに関すること。（学校における体育に関することを除く。） 

（３） 文化に関すること。（次号に掲げるものを除く。） 

（４） 文化財の保護に関すること。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に関し、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）前に四條畷市教育委員会（法第２５条第１項の

規定により教育長に委任された事務に係るものにあっては、教育長。以下この項におい

て同じ。）が行った許可、任命その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するも

の又は施行日前に四條畷市教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、施行日以

後において、市長により行われた許可、任命その他の行為又は市長に対して行われた申

請その他の行為とみなす。 

 （四條畷市職員定数条例の一部改正） 

３ 四條畷市職員定数条例（昭和２４年条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「３２０人」を「３４０人」に改め、同条第７号中「６９人」を「４９

人」に改める。 

 （四條畷市市民総合センター条例の一部改正） 

４ 四條畷市市民総合センター条例（昭和５５年条例第１８号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第２項中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に

改める。 

第４条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第６条及び第７条中「教育委員会」を「市長が」に改める。 

第８条各号列記以外の部分及び同条第３号、第９条、第１０条第２項から第４項まで

並びに第１１条第４号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第１２条中「教育委員会」を「市長が別に」に改める。 

 （四條畷市立図書館条例の一部改正） 

５ 四條畷市立図書館条例（昭和５５年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 



 

第４条中「教育委員会」を「市長が別に」に改める。 

 （四條畷市立公民館条例の一部改正） 

６ 四條畷市立公民館条例（昭和５５年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項、第５条第２項及び第６条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第７条及び第８条中「教育委員会」を「市長が」に改める。 

第９条各号列記以外の部分及び同条第３号、第１０条第２項から第４項まで並びに第

１１条第４号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第１２条中「教育委員会」を「市長が別に」に改める。 

 （四條畷市立図書館協議会条例の一部改正） 

７ 四條畷市立図書館協議会条例（昭和５５年条例第２１号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第６条中「教育委員会」を「市長が別に」に改める。 

 （四條畷市立公民館運営審議会条例の一部改正） 

８ 四條畷市立公民館運営審議会条例（昭和５５年条例第２２号）の一部を次のように改

正する。 

第５条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第６条中「教育委員会」を「市長が別に」に改める。 

 （四條畷市夜間運動場条例の一部改正） 

９ 四條畷市夜間運動場条例（昭和５７年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に改める。 

第４条から第７条まで、第９条、第１０条及び第１３条中「教育委員会」を「市長」に

改める。 

 （四條畷市立歴史民俗資料館条例の一部改正） 

１０ 四條畷市立歴史民俗資料館条例（昭和６０年条例第１８号）の一部を次のように改

正する。 

第３条中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に改める。 

第４条、第６条各号列記以外の部分及び同条第３号、第７条第２項から第４項まで並

びに第８条第２号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第９条中「教育委員会」を「市長が別に」に改める。 



 

 （四條畷市文化財愛護基金条例の一部改正） 

１１ 四條畷市文化財愛護基金条例（昭和６１年条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

第７条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （四條畷市立教育文化センター条例の一部改正） 

１２ 四條畷市立教育文化センター条例（昭和６３年条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第２号中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に

改める。 

第４条第２項、第５条第２項、第７条及び第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第１０条中「教育委員会規則（以下「規則」という。）で」を「市長が規則（以下「規

則」という。）で」に改める。 

第１５条、第１６条第２項から第４項まで及び第１７条第５号中「教育委員会」を「市

長」に改める。 

（四條畷市立野外活動センター条例の一部改正） 

１３ 四條畷市立野外活動センター条例（平成２年条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第５号中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に

改める。 

第４条第２項、第５条第２項、第６条、第７条、第１５条、第１６条第２項から第４項

まで、第１７条第５号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第１０条中「教育委員会規則（以下「規則」という。）で」を「市長が規則（以下「規

則」という。）で」に改める。 

 （四條畷市立市民総合体育館条例の一部改正） 

１４ 四條畷市立市民総合体育館条例（平成６年条例第３４号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第４号中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に

改める。 

第４条から第７条まで、第９条、第１０条、第１３条、第１５条、第１６条第２項から

第４項まで及び第１７条第５号中「教育委員会」を「市長」に改める。 



 

第１８条中「教育委員会の」を「市長が」に改める。 

 （四條畷市体育施設条例の一部改正） 

１５ 四條畷市体育施設条例（平成７年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に

改める。 

第４条第２項、第６条、第７条、第９条、第１０条、第１２条、第１４条、第１５条第

２項から第４項まで及び第１６条第３号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第１７条中「教育委員会の」を「市長が」に改める。 

 （四條畷市立市民活動センター条例の一部改正） 

１６ 四條畷市立市民活動センター条例（平成１８年条例第４３号）の一部を次のように

改正する。 

第３条中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に改める。 

第４条、第５条、第６条、第７条及び第１２条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （四條畷市文化財保護条例の一部改正） 

１７ 四條畷市文化財保護条例（平成２０年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に改める。 

第６条第１項から第３項まで及び第６項並びに第７条第１項、第４項及び第５項中「教

育委員会」を「市長」に改める。 

第８条第１項中「四條畷市教育委員会規則（以下「委員会規則」という。）及び教育委

員会」を「規則及び市長」に改め、同条第３項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第９条及び第１０条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第１１条中「教育委員会」を「市長」に、「委員会規則で」を「市長が規則で」に改め

る。 

第１２条第２項及び第３項並びに第１３条第２項中「教育委員会」を「市長」に改め

る。 

第１４条第１号中「委員会」を削る。 

第１５条第１項及び第２項並びに第１６条第２項中「教育委員会」を「市長」に改め

る。 

第１７条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第２項中「委員会」を削り、

同条第３項及び第４項中「教育委員会」を「市長」に改める。 



 

第１８条の見出し中「教育委員会」を「市」に、同条第１項中「教育委員会は」を「市

長は」に、同項中「教育委員会が」を「市が」に、同条第３項中「教育委員会は」を「市

長は」に、同項中「教育委員会の」を「市の」に、同条第４項中「教育委員会」を「市長」

に改める。 

第１９条第１項及び第２項、第２１条、第２２条、第２３条第１項、第２４条第１項か

ら第３項まで、第６項及び第７項並びに第２５条第１項、第２項及び第６項から第８項

まで中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第２６条中「委員会規則」を「規則」に、「教育委員会」を「市長」に改める。 

第２７条第１項及び第３項並びに第２８条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第２９条第１項及び第２項中「教育委員会」を「市長」に、同条第３項中「教育委員会」

を「市」に、同条第５項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第３０条第１項並びに第３１条第１項及び第７項中「教育委員会」を「市長」に改め

る。 

第３２条第１項中「教育委員会」を「市長」に、同条第２項中「委員会規則で」を「市

長が規則で」に、同条第３項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第３４条第１項、第３５条、第３６条第１項、第３７条第１項及び第３８条第１項中

「教育委員会」を「市長」に改める。 

第３９条第１項中「委員会規則」を「規則」に、「教育委員会」を「市長」に改める。 

第４１条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第４２条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第２項中「委員会規則で」を

「市長が規則で」に改め、同条第４項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第４４条第１項中「教育委員会」を「市長」に、同条第３項中「教育委員会」を「市」

に改める。 

第４５条第１項及び第２項、第４６条第１項、第２項及び第６項、第４８条第１項並び

に第５０条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第５１条中「教育委員会に」を削る。 

第５３条第１項、第５７条第２項、第５８条及び第５９条中「教育委員会」を「市長」

に改める。 

第６０条中「委員会規則で」を「市長が規則で」に改める。 

第６２条中「教育委員会」を「市長」に改める。 



 

 （四條畷市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会条例の一部改正） 

１８ 四條畷市飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会条例（平成２７年条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に、

「教育委員会に」を「市長に」に改める。 

第４条第１項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第６条中「教育委員会規則で」を「市長が規則で」に改める。 

 （四條畷市文化財保存活用地域計画協議会条例の一部改正） 

１９ 四條畷市文化財保存活用地域計画協議会条例（令和７年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「四條畷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市長」に改める。 

第３条第７号並びに第４条第１項及び第４項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 


